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1. 安全管理のための基本方針 

 

本院は、患者さんが安心して医療を受けられる環境を整え、各医療現場において安全確実な医療を実践・

教育する。医療事故の絶無を期して、現場における責任体制を明確にし、医療事故防止のための安全管理体

制を病院全体で取り組み確立する。 

 

1）安全管理のための委員会 

安全管理及び医療事故の防止・対策について審議するため、医療安全管理委員会を置く。 

2）医療安全管理責任者 

医療安全管理部、医療安全管理委員会、高難度新規医療技術等評価部、医薬品安全管理責任者、医療

機器安全管理責任者、医療放射線安全管理責任者を統括するため、医療安全管理責任者を置く。 

3）医療安全管理部 

医療安全管理委員会が講じた安全対策をリスクマネジャーを通じて速やかに実践徹底させると共に、医

療安全管理委員会に安全対策を提言する。 

4）専任リスクマネジャー 

病院長から委譲された権限に基づき、本院全体の医療事故防止及び安全管理の任に当たらせるため、

医療安全管理部に専任リスクマネジャーを置く。 

5）リスクマネジャー 

医療安全管理委員会及び医療安全管理部が講じた安全対策等の情報を、各医療現場に浸透させるため、

また、各医療現場で発生した医療事故及びインシデントの報告及び医療事故防止に関する問題点等を医

療安全管理部及び医療安全管理委員会の審議に反映させるため、各科（部）等にリスクマネジャーを置く。 

6）安全管理のための職員教育及び研修 

医療事故防止手法などの安全管理に関する教育を行うと共に、職員研修を開催する。 

7）医療事故発生時の対応 

医療事故に関する情報は、速やかに、病院長及び医療安全管理部長に連絡し、報告書を提出する。 

医療安全管理委員会は報告書に基づいて、内容・実状を把握し、対応・改善を協議する。 

8）安全対策マニュアル 

病院関係職員の医療事故防止のため、「安全対策マニュアル」を作成し、周知徹底を図る。なお、状況等

により随時見直しを行うものとする。 

9）インフォームド・コンセントに係る責任者 

インフォームド・コンセントを適切に実施するための手順の作成、手順の遵守状況の確認、指導・研修、そ

の他適切な実施に関することを行うため、インフォームド・コンセントに係る責任者を置く。 

10）診療録管理責任者 

診療録その他の診療に関する記録の適切な管理を行うために診療録管理責任者を置く。 

11）医薬品安全管理責任者 

本院全体の医薬品の安全使用の任に当たらせるため、薬剤部に医薬品安全管理責任者を置く。 

12）医療機器安全管理責任者 

本院全体の医療機器の安全使用の任に当たらせるため、臨床工学部に医療機器安全管理責任者を置く。 
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13）医療放射線安全管理責任者 

本院全体の医療放射線の安全使用の任に当たらせるため、放射線部に医療放射線安全管理責任者を置

く。 

14）診療情報の共有 

医療従事者からの十分な説明に基づいて、患者自身が疾病や診療内容について理解・納得・同意が得ら

れるように情報を共有する。患者と医療従事者との間で患者の診療情報を共有し、医療上の意思決定や

治療効果の向上を図ることができるようにする。また医療従事者間でも患者の診療情報を共有し、安全で

質の高い医療の実現を目指すものとする。 

15）患者相談 

患者からの医療安全管理に関する相談に対して、誠実に対応する。 

16）その他 

安全管理のための方策を検討し、医療事故防止に努める。 

本指針は、患者及びその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。 

 

  


